




　注１　「⑭」欄、「㉑」欄、「㊲」欄、「㊹」欄及び「57」欄に記載している額については、各欄の括弧内の計算式による計算後の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて算出しています。
　　２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４横長とする。

第９号様式（第４条関係）

法人県民税・法人事業税・特別法人事業税　更正・決定（加算金決定）書

事 業 年 度 年 月 日から

法 定 申 告
年 月 日

法人事業税　・　 特別法人事業税 法　　　人　　　県　　　民　　　税

区　　　　　分 課 税 標 準 額 税　率 税　 　額 区　　　　　分 更正・決定 (C)
年 月 日まで

月 日

法
　
人
　
事
　
業
　
税

条例第 56条第１項
第１号に掲げる事業

正

決

定 合計事業税額

延 長 申 告
年

既に納付の確定している額(D)

法
　
　
　
人
　
　
　
税
　
　
　
割

課税標準となる法人税額

税 率

申 告
年

年 月 日

納 期 限 納 期 限 所

得

割

①

㊽月 日修正

法人税処理
年

月 日確定・ 年

年 月 日

更 軽 減 税 率
不適用法人の金額

㊾計月 日 更正　 決定 　修正 　確定

付加価値割 ②

法 人 税 割 額

㊽×㊾ ㊿

資　本　割 ③

様 ・

条例第 56条第１項
第３号に掲げる事業

所　得　割

条例第 56条第１項
第２号に掲げる事業 収　入　割 ④

県 民 税 の 特 定
寄附金税額控除額

52

⑤

51

　地方税法、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法
律及び青森県県税条例（以下「条例」という。）の規定により、
更正・決定したから通知します。
　納付すべき税額等の合計額を指定納期限までに青森県指定金融
機関、青森県指定代理金融機関又は青森県収納代理金融機関へ納
めてください。

付加価値割 ⑥

税額控除超過額相当
額 の 加 算 額

収　入　割 ⑧

外国関係会社等に係る控除対象所
得 税 額 等 相 当 額 の 控 除 額

53

資　本　割 ⑦

①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧ ⑨
事 業 税 の 特 定 寄 附 金
税 額 控 除 額 ⑪

差　　　　　引 （⑨－⑩－⑪－⑫）－⑬ ⑭

令 和 ６ 年 改 正 法 附 則
第８条第２項の控除額 ⑩

外国の法人税等の
額 の 控 除 額 54

仮装経理に基づく
法人税割額の控除額

租税条約の実施に係る
事 業 税 額 の 控 除 額 ⑬

仮 装 経 理 に 基 づ く
事 業 税 額 の 控 除 額 ⑫

55

56

年 月

(A)特
別
法
人
事
業
税

条例第 56条第１項第１号に掲げる
事業の所得割に係る特別法人事業税額 ⑮
条例第 56条第１項第２号に掲げる
事業の収入割に係る特別法人事業税額 ⑯

県税事務所長 印
合計特別法人事業税額 ⑮+⑯+⑰

イ

( 50 - 51 ＋ 52 - 53 - 54 - 55  )- 56 57

日 条例第 56条第１項第３号に掲げる
事業の収入割に係る特別法人事業税額 ⑰ 差 引 法 人 税 割 額

仮 装 経 理 に 基 づ く
特別法人事業税額の控除額 ⑲

⑱

租税条約の実施に係る
法 人 税 割 額 の 控 除 額

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る
特別法人事業税額の控除額 ⑳

ウ

 既に納付の確定している額 (B)
法人事業税 ㉒

差引不足税額を納付する際には、法定納期限の翌日から納付の日までの期
間の日数に応じ、差引不足税額に年14.6パーセント（ただし、法定納期限の
翌日からこの差引不足税額の指定納期限の翌日から１月を経過する日までの
期間については、年7.3パーセント) の割合(平成12年1月1日から平成25年12
月31日までの期間については、当該期間の属する各年の前年の11月30日を経
過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業
手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセント
の割合に満たない場合には、その年中においては、年7.3パーセントの割合に
あつては、当該商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合
とします。平成26年１月１日から令和２年12月31日までの期間については､当
該期間の属する各年の前年に所得税法等の一部を改正する法律（令和２年法
律第８号）による改正前の租税特別措置法第93条第２項の規定により告示さ
れた割合に年１パーセントの割合を加算した割合(以下｢特例基準割合｣とい
う｡) が年7.3パーセントの割合に満たない場合には､その年(以下｢特例基準割
合適用年｣という｡)中においては､年14.6パーセントの割合にあつては当該特
例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した
割合とし､年7.3パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年１パーセ
ントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超
える場合には､年7.3パーセントの割合) とします｡令和３年１月１日以後の期
間については、当該期間の属する各年の租税特別措置法第93条第２項に規定
する平均貸付割合に年１パーセントの割合を加算した割合（以下「延滞金特
例基準割合」という。）が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その
年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金
特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセン
トの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合を加算
した割合（当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年
7.3パーセントの割合）とします。)を乗じて計算した延滞金額を加算して納
付しなければなりません。

この場合、税額に1,000円未満の端数があるとき、又は全額が2,000円未満
であるときは、その端数又は全額を切り捨てます。また、算出した延滞金額
に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、算出した延滞金額が
1,000円未満であるときはこれを切り捨てます。

差　　　　　引 （⑱－⑲）－⑳ ㉑

オ
均 等 割 額

エ

特別法人事業税 ㉓
 差 引 過 不 足 額 　(C)－(D)

この更正・決定により納
付すべき税額等の合計額納付すべき法人税割額

イ － ウ 58

差
引
過
不
足
額

条例第 56条第１項
第３号に掲げる事業

所　得　割 ㉘

仮 装 経 理 に 基 づ く
事 業 税 額 の 控 除 額

法
　
人
　
事
　
業
　
税

条例第 56条第１項
第１号に掲げる事業

所

得

割

㉔

資　本　割 ㉖

計

ア ＋ カ納付すべき均等割額

エ － オ

軽 減 税 率
不 適 用 法 人 の 金 額

59

カ

58付加価値割 ㉕

法人県民税の納付すべき税額

＋ 59

日
条例第 56条第１項
第２号に掲げる事業 収　入　割 ㉗

年 月指　定　納　期　限

付加価値割 ㉙

資　本　割 ㉚

法人事業税 ・ 特別法人事業税収　入　割 ㉛

金　　　額
令 和 ６ 年 改 正 法 附 則
第８条第２項の控除額 ㉝

事 業 税 の 特 定 寄 附 金
税 額 控 除 額 ㉞

区　　　分 算定の基礎となる税額 率

㊱ うち加重対象税額㉟
租税条約の実施に係る
事 業 税 額 の 控 除 額

合計事業税額 ㉔＋㉕＋㉖＋㉗＋㉘＋㉙＋㉚＋㉛ ㉜

過少申告加算金

㊺

特
別
法
人
事
業
税

条例第 56条第１項第１号に掲げる
事業の所得割に係る特別法人事業税額 ㊳

(A) 条例第 56条第１項第２号に掲げる
事業の収入割に係る特別法人事業税額 ㊴

重 加 算 金 対 象 所 得

上記に係る特別法人事業税額

差　　　　　引 （㉜－㉝－㉞－㉟）－㊱ ㊲

㊻不申告加算金

条例第 56条第１項第３号に掲げる
事業の収入割に係る特別法人事業税額 ㊵

㊼重 加 算 金

円

㊲+㊹+㊺+㊻+㊼ ア
(B)

合計特別法人事業税額 ㊳＋㊴＋㊵ ㊶

法 人 事 業 税 及 び 特 別 法 人
事 業 税 の 納 付 す べ き 税 額 等

円

上 記 に 係 る 法 人 事 業 税 額 円
摘要

徴収
番号 差　　　　　引 （㊶－㊷）－㊸ ㊹

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る
特別法人事業税額の控除額 ㊸仮 装 経 理 に 基 づ く

特別法人事業税額の控除額 ㊷

－

（表）

等
割

均




